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公共空間の積極活用 と スポーツまちづくり



官民連携まちづくりポータルサイト© Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「まちづくり」とは

なぜ街づくり、町づくり、でないのか?
昔だったら「都市整備」＝「役所の仕事」



平仮名「まちづくり」は大変広範な概念

対象となるフィールドはさまざま
〇民間の財産（土地・建物）
〇公共施設・公共空間（PRE・公共アセット）
〇公益施設（教育、福祉医療、交通、供給処理など）

みんなで地域やエリアを継続的に
良くしていこうという活動

〇まちづくり条例（自治基本条例）
福祉の…、環境…、景観…、スポーツ…、文化の…
〇まちづくり会社（ まちづくり三法1998年）
〇国土交通省 まちづくり交付金（2004年）



「まちづくりのテーマ」Aiに聞いてみると

＠Microsoft Copilot

歴史と文化の継承 地元の伝統や史跡、民話などを活かした

「歴史が息づく街」

自然との共生 緑地や川、海などを守り、自然体験できる

「緑と水のまち」

子育て・教育支援都市 家族が安心して暮らせる

「未来を育むまち」

アート＆クリエイティブシティ 若手アーティストや創造産業を支える

「表現が息づくまち」

防災・安全・安心のまち 災害に強く、住民が安心できる

「守られるまち」

持続可能なエコタウン 環境負荷の少ない暮らしをめざす

「サステナブルなまち」

交流・多様性のまち 移住者や観光客、多様な人々が共に暮らす

「ひらかれたまち」



「スポーツまちづくり」Aiに聞いてみると

＠Google Gemini

「スポーツまちづくり」とは、スポーツを核として、

地域社会の活性化や住民の暮らしやすい環境づくりを

進める取り組みのことです。

単にスポーツ施設を整備するだけでなく、

「する」「みる」「ささえる」といった

多様な形でスポーツに関わる機会を創出し、

地域が抱える様々な課題解決に貢献することを

目指します。



スポーツまちづくりの目的

健康増進・体力向上: 住民が日常的に運動に親しむ機会を増や
し、健康寿命の延伸や生活習慣病の予防に貢献します。

地域コミュニティの活性化: スポーツイベントや活動を通じて、
世代や性別、障がいの有無を超えた住民同士の交流を促進し、地
域のつながりを強化します。

経済の活性化: プロスポーツチームの誘致、スポーツイベントの
開催、スポーツツーリズムの推進などにより、観光客誘致や雇用
創出、地域経済の活性化を図ります。

地域の魅力向上・ブランディング: スポーツを通じて地域の特色
や魅力を高め、対外的なイメージアップや移住・定住の促進につ
なげます。

教育・人材育成: スポーツを通じた青少年の健全な育成や、地域
を支えるスポーツ指導者・運営人材の育成を目指します。

社会課題の解決: 障がい者スポーツの推進、スポーツを活用した
防災、犯罪のないまちづくりなど、地域の様々な課題解決に貢献
します。



スポーツまちづくりの具体的な取り組み例

スポーツまちづくりは、様々な主体（自治体、NPO、企業、住民など）が連
携して進めることが重要です。具体的な取り組みとしては、以下のようなもの
が挙げられます。

スポーツ施設の整備・活用: 公園や空きスペースを活用した簡易な運動施設の

設置、既存施設の多機能化、プロスポーツのスタジアム・アリーナを核とした複合施設
の整備など。

イベントの開催・誘致: マラソン大会、サイクリングイベント、ウォーキングイ

ベント、プロスポーツの試合誘致など、住民が「する」「みる」を楽しめる機会の創出。

スポーツコミッションの設立・支援: 地域全体のスポーツ振興を担う組織を

設置し、イベント誘致や合宿誘致、地域スポーツの企画・運営を推進します。

スポーツツーリズムの推進: 地域固有の自然や文化とスポーツを組み合わせた

観光コンテンツの開発・提供（例：マリンスポーツ、登山、武道体験など）。

地域住民の健康づくりプログラム: 高齢者向けの体操教室、子ども向けの運

動遊び、企業連携による健康経営の推進など。

プロスポーツチームとの連携: 地域に根ざしたプロチームが、地域貢献活動や

青少年の育成に積極的に関わる。



スポーツの場づくり ⇔ まちなかにどれだけあるか



野球場：3,283

図書館：141
野外劇場：426

陸上競技場：765
公 認：408
未公認：357

動物園：119

陳列館：629

集会所：1,413

球技場：2,112

植物園：155
温 室：75

プール：2,115槽

体育館：1,047

水族館：21

公園の中に存在するスポーツ施設・文化施設（2024.3）

テニスコート：13,355面

フットサル・バスケット
コート：580

自然生態園：162
野鳥観察所：130

体験学習施設：521



公園種別 箇所数 面積ha

住区基幹公園 99,934 35,529

街区公園 92,188 14,678

近隣公園 5,911 10,663

地区公園 1,835 10,187

都市基幹公園 2,252 39,940

総合公園 1,404 26,725

運動公園 848 13,215

大規模公園 229 15,942

緩衝緑地等 12,714 35,043

国営公園 17 4,320

合 計 115,327*¹ 130,870*¹

港湾緑地・児童遊園・その他の公園緑地 53,319 18,522

総 合 計 168,646 149,392
*¹ 令和５年度末都市公園等現況調査（国土交通省2024.3末）合計値には認定市民緑地等を含む

地方財政白書（総務省令和6年版） 149,779 161,200

公園等のストック量



161,200ヘクタールはこのくらい



一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置した体育館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設

△1,323

△2.8









公園の種類
■住区基幹公園

街区公園 街区内に居住する者が利用、標準面積0.25ha

近隣公園 近隣に居住する者が利用、標準面積2ha

地区公園 徒歩圏内に居住する者が公園、標準面積4ha

（特定地区公園 都市計画区域外の地区公園）

■都市基幹公園
総合公園 都市住民全般が総合的に利用、標準面積10～50ha

運動公園 都市住民全般が運動に公園、標準面積15～75ha

■大規模公園
広域公園 市町村を超える広域レクリエ－ション利用、標準面積50ha以上
レクリエーション都市 都市圏域の広域レクリエ－ション利用、標準全体規模1,000ha

■国営公園
都府県の区域を超える広域レクリエーション利用に供する公園、標準面積300ha以上
国家的な記念事業等として設置される公園

■緩衝緑地等
特殊公園 風致公園､墓園等の特殊な公園
緩衝緑地 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和や災害の防止を図る緑地
都市緑地 自然環境の保全、改善、景観の向上を図るための緑地、標準面積 0.1ha以上
緑 道 安全・快適の確保等を図る植樹帯及び歩行者路、標準幅員10～20ｍ



標準的な都市公園の配置

■住区基幹公園（街区公園、近隣公園）

・「近隣住区」：計画的に築かれた住宅地の単位
・1924年アメリカの社会・教育運動家、地域計画研究者クラレンス・ペリーが
『近隣住区論』（The neighbourhood unit）を発表



■住区基幹公園（地区公園）



■都市基幹公園（総合公園、運動公園）



公園緑地マニュアル平成10年度版（日本公園緑地協会）

92,188箇所



公園緑地マニュアル平成10年度版（日本公園緑地協会）

5,911箇所



公園緑地マニュアル平成10年度版（日本公園緑地協会）

1,835箇所



静岡県立草薙総合運動場（運動公園：静岡県駿河区）https://www.google.co.jp/maps



静岡県立草薙総合運動場（運動公園：静岡県駿河区）



静岡県立草薙総合運動場（運動公園：静岡県駿河区）



静岡県立草薙総合運動場（運動公園：静岡県駿河区）



静岡県立草薙総合運動場（運動公園：静岡県駿河区）



静岡県立草薙総合運動場（運動公園：静岡県駿河区）



広島市中央公園広場エリア EDION PEACE WING



©️H.N.F. 



「ES CON FIELD HOKKAIDO（エスコンフィールド HOKKAIDO）」 2023.3 OPEN
スポーツ庁選定「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」

きたひろしま総合運動公園（北海道北広島市）

















©️H.N.F. 



公共施設・公共空間の変化
まちづくりに向けた積極活用の流れ



2019年5月14日（火）～18日（土）
MARUNOUCHI STREET PARK（マルノウチストリートパーク）」



MARUNOUCHI STREET PARK 2024夏：(一社) 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会ほか

© Marunouchi Street Park 2024 実行委員会



駅前が対象の「広場条例」素案を公表
藤沢市 神奈川新聞2020.2.29

藤沢市は２８日、藤沢駅前北口周辺を対
象とした広場条例の素案を公表した。道
路から広場へ、道路法の規制がかかる駅
前のペデストリアンデッキ（歩道橋）と歩
行者専用道の位置付けを変更。交流、に
ぎわいの拠点として「藤沢・湘南の玄関
口」の活性化につなげる。県内初の試み
で、来年４月の施行を目指す。市議会常任
委員会で報告した。

道路として位置付けられるデッキ
と歩行者専用道の利用は、公益行
事などに限定されている。同条例
制定によって、まちのにぎわいづ
くりや交流を目的としたイベント、
展示会、マルシェなど幅広い活用
が可能になる。

⇨2021年4月1日
藤沢市藤沢駅前広場条例

⇨2021年4月1日～指定管理開始
(一社)藤沢駅周辺地区エリアマネジメント

©GK-Design

©GK-Design



「道路」を外した藤沢駅前ペデストリアンデッキ（藤沢市）2023.7.10撮影



Copyright © 一般社団法人藤沢駅周辺地区エリアマネジメント All Rights Reserved.



1999年 PFI法

2001年 骨太の方針「民間でできることは民間に委ねる」

2003年 指定管理者制度（地方地自法）

2006年 公共サービス改革法

2009年 「新しい公共」所信表明演説

2011年 PFI法改正「公共施設等運営権」

2011年 道路空間における商業活動
都市再生特別措置法等による特例

2011年 河川空間における商業活動
河川敷地占用許可準則による特例

2017年 公募設置管理制度（都市公園法等改正）Park-PFI

2020年 歩行者利便増進道路（道路法改正）ほこみち
ウォーカブルシティ（都市再生法改正）
滞在快適性等向上公園施設設置管理協定制度

2022年 民間事業者による賑わい創出に資する
公共還元型の港湾緑地等の施設整備（港湾法改正）みなと緑地PPP

2023年 漁港施設等活用事業制度(漁港漁場整備法改正)海業推進

PPP（官民連携・公民連携）の流れ

市民参加

官民連携
公民連携

協 働

共 創

民 活



都市再生特別措置法 2011年
国家戦略特別区域法 2014年
中心市街地の活性化に関する法律 2014年

市町村
計画策定

国土交通大臣
承認

内閣総理大臣
認定

道路管理者

民間施設の
占用特例

※道路交通法に基づく道路使用許可が別途、必要となります。



道路占用許可特例 事例 R2.10 国土交通省



新虎通り（港区）



2020年



2023年 2024年
5月31日 3月31日

指定している道路管理者数 44 58

指定している路線数 119 139

ほこみちがある市区町村数 44 57

歩行者利便増進道路（ほこみち）指定数



御堂筋完全歩道化イメージ ©大阪市HP・御堂筋将来ビジョン



実施主体：NPO法人御堂筋・長堀21世紀の会／（一社）ミナミ御堂筋の会（大阪市指定・
道路協力団体）／ 大阪市建設局



御堂筋にキッチンカー登場くつろぎスペースも、歩道化エリアで社会実験始まる

大阪市中央区の御堂筋で閉鎖した側道に
キッチンカーなどを出店させる社会実験

「御堂筋チャレンジ２０２２」

© 産経新聞



御堂筋歩道拡幅工事（心斎橋エリア） ©Osaka city view

osakacityview



© 2023 ぶらっとなんば.



なんば広場2025年3月完成
なんば広場マネジメント法人設立準備委員会
南海電気鉄道㈱、㈱高島屋、戎橋筋商店街振興組合、なんさん通り商店会、㈱丸井



なんば広場2025年3月完成
なんば広場マネジメント法人設立準備委員会
南海電気鉄道㈱、㈱高島屋、戎橋筋商店街振興組合、
なんさん通り商店会、㈱丸井

©Nankai Electric Railway Co., Ltd. All Rights Reserved.



河川敷地占用許可準則の改正
S40年→H11年→H17年→H23年→H28年

市町村
計画要望

協議会など
地元合意

河川管理者
による
区域指定

河川管理者

民間施設の
占用特例



河川空間のオープン化活用事例集 R6.7 国土交通省 水管理・国土保全局

137

（R6.3.31現在）



隅田公園オープンカフェ（タリーズ・コーヒー）



隅田川・隅田公園オープンカフェ（Café WE）



Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.

タグボート大正 尻無川（大阪市）



1F

2F



タグボート大正 尻無川（大阪市）



（2009年～）



かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の
可能性を、創造していくプロジェクトです。
ミズベリングは「水辺＋RING(輪)」、「水辺＋R(リノベー
ション)＋ING(進行形)」の造語。
水辺に興味を持つ市民や企業、そして行政が三位一体となっ
て、水辺とまちが一体となった美しい景観と、新しい賑わい
を生み出すムーブメントを、つぎつぎと起こしていきます。

Mizbering © 2019 All rights reserve

①まちにある川や水辺空間の賢い利用
②民間企業等の民間活力の積極的な参画
③市民や企業を巻き込んだソーシャルデザイン

2014年～



やすらぎ堤 信濃川（新潟市）


